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令和８年度中小企業人材確保事業 奨学金返還支援事業（企業向けニーズ調査業務）

企画提案書募集要領 

 

１ 業務の名称 

令和８年度中小企業人材確保事業 奨学金返還支援事業（企業向けニーズ調査業務） 

２ 事業目的 

  県内中小企業等の制度導入及び本県事業の更なる利活用促進を図るとともに、企業等が

制度を導入するに当たって抱える課題の把握や、県の今後の取組の検討に係る基礎資料と

することを目的として、県内中小企業等における奨学金返還支援事業に対するニーズ調査

を行う。 

３ 業務の内容 

  別紙業務委託仕様書のとおり 

４ 応募資格 

  次の要件を満たす者 

(1) 過去５年間において、委託内容に類する業務を受託した実績を有し、本委託業務の

遂行に必要な経験及びノウハウを十分に有していること。 

(2）愛知県の令和８・９年度入札参加資格者名簿の「大分類 03．役務の提供等」に登載

され、取扱業務内容が「中分類 07. 調査委託―小分類01. 市場調査」もしくは、「中

分類 07. 調査委託―小分類04. 企業調査」に登録されている者であること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４＜一般競争入札の参加者の資

格＞の規定に該当しないこと。 

(4) 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体又は「愛知県が行う契約からの

暴力団排除に関する合意書」（平成24年６月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長

締結）に基づく排除措置の対象となる法人でないこと。 

(5) 愛知県から、製造の請負、物件の買い入れその他の契約に係る資格停止措置を企画

提案書の受付期間に受けていないこと。また、資格停止措置に準ずる行為を行ってい

ないこと。 

(6) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

５ 契約条件 

(1) 契約形態 

委託契約 

(2) 委託契約限度額 

   総額で２，４７０，７４１円（消費税及び地方消費税を含む。）以内とする。 

(3) 契約保証金 

愛知県財務規則第129条の２により、契約金額の100分の10の金額とする。 

ただし、愛知県財務規則第129条の３に該当する場合は、全部又は一部を免除する。 

(4) 契約期間 

   契約締結日から2026年７月10日まで 
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(5) 委託費の支払い 

   業務完了検査合格後、精算払いとする。 

(6) その他 

  企画提案に基づく積算額は契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは

認めない。なお、提案内容等を勘案して委託費を決定するため、委託契約額が積算額

と同じになるとは限らない。 

６ 応募方法等 

(1) 募集期間 

2026年４月14日（火）から2026年４月28日（火）午後５時まで 

(2) 企画提案書の提出 

当事業の受託希望者は、必要書類を作成し、持参又は郵送（配達証明に限る）により

提出すること。 

ア 提出書類 

・応募申込書、企画提案書（様式１，２及び任意様式） 

・経費積算内訳書 

・過去に５年間に実施した同種事業の実績等がわかるもの 

・応募者の概要がわかるもの（企業案内等） 

・社会的価値の実現に資する取組に関する申告書・添付書類（様式３） 

・公正採用選考人権啓発推進員設置確認書（※該当有の場合のみ）（様式４） 

・納税証明書（国税、県税、市町村税について未納がない旨の証明書） 

イ 提出部数 

９部（正本１部、副本８部） 

ウ 提出仕様 

Ａ４判、縦置き、横書き、左綴じ（Ａ３判を使用する時は三つ折りにすること） 

エ  提出期限 

2026年４月28日（火）午後５時（必着） 

※ 直接持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く平日の午前９時から午後５時

までとする。 

※ 電子メール及びＦＡＸによる応募は受け付けない。 

オ 留意事項 

・企画提案に要する費用は、応募者の負担とする。 

・企画提案は１事業者１案とする。 

・提出された書類は返却しない。 

・提出された企画提案書の内容は、県の了承なく変更することはできない。 

・業務内容は、採用された企画提案書の内容を協議のうえ変更することがある。 

カ  提出先 

〒４６０－８５０１（※郵送の場合は住所記載不要） 

名古屋市中区三の丸三丁目１－２ 愛知県庁本庁舎２階 

      愛知県労働局就業促進課 若年者雇用対策グループ 

      電話 ０５２－９５４－６３６６（ダイヤルイン） 
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キ 応募に関する問い合わせ 

本事業提案に関する質問は、電子メールにて2026年４月23日（木）午後５時まで受

け付ける。 

件名：令和８年度中小企業人材確保事業 奨学金返還支援事業（企業向けニーズ

調査業務）に係る問い合わせ 

送信先アドレス：shugyo@pref.aichi.lg.jp 

質問に対する回答は、速やかに、愛知県就業促進課のWebページに掲載する。個別に

は回答しない。 

７ 選定数 

  １者 

８ 選定方法 

(1) 審査方法等 

提出された企画提案書について、県が設置する選定委員会において審査を行う。 

４者以上から提案があった場合は、選定委員会での審査に先立ち、県において書面に

よる予備審査を行い、上位３者を選定委員会での審査の対象とする。予備審査は選定委

員会と同様の基準にて審査する。 

予備審査及び選定委員会は非公開とし、審査の経過等、審査に関する問い合わせ及び

異議申し立てには応じない。 

(2) 選定委員会について（別途通知します。） 

ア 日時 

2026年５月上旬（予定） 

イ 方法 

提出された企画提案書を使用して、選定委員会による審査を行う。 

(3) 審査基準 

 ア 実施体制 

・業務に従事する者の役割が明確に示されており、相応の能力を有すると認められる

者及び適切な人員が配置された人的体制が整っているか。 

・業務に従事する者は、類似事業の実績が豊富で十分な経験やノウハウを有している

か。 

・業務遂行に向け実施可能と認められるスケジュールが立てられているか。 

イ 業務内容 

・調査対象とする企業の抽出方法は適切か。 

 ・回収率を上げるための工夫がなされているか。 

 ・調査項目の提案内容は、具体的であり、適切かつ効果的なものとなっているか。 

・アンケート結果を多角的に分析できるような集計方法となっているか。 

・調査結果等を基に実施する分析は、本県の奨学金返還支援事業の運用について検討

する上で、効果的なものとなっているか。 

ウ 経費見積 

  事業内容に見合った経費見積となっているか。 

エ 社会的価値の実現に資する取組 
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  社会的価値の実現に資する取組がされているか。 

 (4) 選定結果は、全応募者に対して書面で通知する。 

９ 契約の締結 

  選定委員会において、第１位の企画提案者に選定された応募者と協議、調整のうえ、

契約を締結する。なお、協議が不調に終わった場合は、次点の者と交渉する。 

10 スケジュール（予定） 

2026 年４月 14 日      募集開始 

2026 年４月 23 日       質問受付期限 

2026 年４月 28 日     企画提案書提出期限 

2026 年５月上旬（予定） 選定委員会による審査、委託先の決定 

2026 年５月中旬（予定） 契約、事業開始 

11 その他 

  (1) 企画提案書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様式５）を提

出すること。 

  (2) 次の各号に該当した場合、企画提案対象から除外する。 

   ア 提出書類に明らかな不備があった場合、虚偽の内容が含まれていた場合、若しく

は指示内容に違反があった場合。 

   イ 県職員又は当該企画競争関係者に対して当該企画競争に関わる不正な接触の事

実が認められた場合。 

   ウ この応募に参加した者が業務委託に係る競争入札等参加停止を受けることとな

った場合。また、それに準ずる行為を行った場合。 


